
　 拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

   平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

　 さてこの度、下記の検査項目におきまして、現行試薬の販売中止に伴い同一メーカーの販売する

改良試薬に変更させて頂きます。

　 尚、本改良試薬では、旧試薬で課題となっていた淋菌検査での口腔内常在ナイセリア属との交差

反応が改善され、咽頭検体（うがい液）も保険適用となり、患者様への負担が少ない検査材料での

測定が可能となりました。また、クラミジアトラコマチスにおきまして変異株の検出も可能になるなど

性能の向上が図られております。

　 誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

1.　実施期日　　　平成25年1月15日（火）受付分より

＊検体採取上の注意事項 ＊検体採取上の注意事項

　・スワブ検体採取セット付属の検体採取スワブ以外は使用 　・スポイトは予め医療機関にてご用意下さい。

　　しないで下さい。 　・初尿は専用容器に記載されている2つのラインの間に収まる

　・検体に大量の血液が混入した場合は正しい結果が得られ 　　ように加えて下さい。

　　ない事があります。 　・検体に大量の血液が混入した場合は正しい結果が得られない

　・粘液を十分除いてから検体を採取して下さい。 　　事があります。

　・専用容器には検体を採取したスワブのみ入れて下さい。 　・初尿は2～30℃で24時間以内に専用容器に移して下さい。

5.　新旧二法及び他法（SDA法）との相関 冷蔵 冷蔵

【新旧ニ法の相関】

・クラミジアトラコマチス（CT） ・淋菌（NG）

＊PCRゴノレア及びPCR同時検査において、咽頭検体（うがい液）からも算定出来ます。（詳細裏面参照）

（メーカー検討データ） ＊検査材料を「うがい液」でご提出の際、Ｎo5.細菌学検査依頼書の指示事項欄に「うがい液」と記載をお願い致します。

【咽頭材料による他法（SDA）との相関】

・クラミジアトラコマチス（CT） ・淋菌（NG） ＊ご依頼マークポジション、所要日数、実施料、判断料及び報告表現に変更はございません。

（メーカー検討データ）
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2.　保険区分詳細について 3.　採取容器について

＊採取上の注意事項

医科診療報酬点数（H24改定）　第3部 検査より抜粋 　・受託開始日以降、当該検査を依頼される際は、左図の

　　専用容器でご提出いただきますようお願い致します。

　・従来ご使用頂きました尿提出容器（容器番号：44）と

　　ぬぐい液提出容器（容器番号：38）でのご提出はご遠慮

　　下さい。

　・左図の採取容器はPCRクラミジア/ゴノレア検査専用容器

　　につき各種培養同定検査、塗抹検査等の依頼は出来ません。

4.　検体採取法

＊検体採取上の注意事項

　・生理食塩水は予め医療機関にてご用意下さい。

　・うがい液は専用容器に記載されている2つのラインの間に収まるように加えて下さい。

　・検体に大量の血液が混入した場合は正しい結果が得られない事があります。

保管

添加剤

　常温（有効期限は容器に表示）

　塩酸グアニジン

うがい液・尿 ぬぐい液（膣・頸管）

ア) 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、
クラミジア・トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又
はクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者で
あって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑
別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラ
ミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実
施した場合に算定できる。ただし、「D012」感染症免疫学的検査の
「21」の淋菌同定精密検査、同「20」のクラミジアトラコマチス抗原、本
区分「2」の淋菌核酸同定検査又は本区分「2」のクラミジアトラコマチ
ス核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定す
る。
イ) 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査は、TMA
法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、
PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同
時検出法又はSDA法による。淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核
酸増幅同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるもの
である。ただし、男子尿は含み、女子尿は含まない。なお、TMA法に
よる同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、SDA法
又はPCR法による同時増幅及び核酸ハイブリダイゼーション法による
同時検出法においては咽頭からの検体も算定できる。

淋菌及びクラミジア
トラコマチス同時核
酸検出

300点

区分

ア) クラミジアトラコマチス核酸同定検査と「D012」感染症免疫学的検
査の「20」のクラミジアトラコマチス抗原を併用した場合は、主なもの
のみ算定する。
イ) クラミジアトラコマチス核酸同定検査は、PCR法、LCR法、核酸ハ
イブリダイゼーション法又はSDA法による。クラミジアトラコマチス核酸
同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものであ
る。

D023 4 

ア) 「D012」感染症免疫学的検査の「21」の淋菌抗原同定検査又は
「D018」細菌培養同定検査を併せて実施した場合は、主なもののみ
算定する。
イ) 淋菌核酸同定検査は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA
法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブ
リダイゼーション法による検出を組み合わせた方法又はSDA法によ
る。淋菌核酸同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によ
るものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。なお、SDA
法又はPCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出
を組み合わせた方法においては咽頭からの検体も算定できる。

淋菌核酸検出 210点D023 2 

D023 2
クラミジアトラコマチ
ス核酸検出

210点

項目名 内容 点数


